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東京都立清瀬特別支援学校長 稗田 知子   

 

一人ひとりが尊重される学校をめざして 

副校長  大塚 真紀 

 

毎年 12 月 4 日から 10 日までは「人権週間」です。人権とは「誰もが安心して、自

分らしく生きるための基本の権利」です。1948 年の世界人権宣言を記念し、毎年 12

月 10 日を「人権デー」、その前週を「人権週間」としています。 

東京都では、年に 2 回「ふれあい月間」を設定し、児童・生徒のいじめ、自殺、暴力行為等

の問題行動及び不登校等の早期発見・対応、未然防止につながる取組実施と学校における総点検

を行い、現状と取組効果を把握しています。11 月に２回目のふれあい月間が行われました。 

児童・生徒が自分で答えたり、担任以外の教員が聞き取ったりしたアンケート結果からは、ほ

とんどの児童・生徒が「楽しく学校生活を送っている」と回答しています。教員も「児童・生徒

に対して不安や悩みがある場合は、些細なことでも身近にいる信頼できる大人に相談するよう、

計画的に指導している」「いじめは絶対に許されない行為であることを指導するよう徹底してい

る」など、人権を尊重した教育活動を行っていることが分かりました。 

本校では、人権を尊重した教育を推進するため、「さん」付け呼称を徹底しています。小学部

１年生から、愛称や「〇〇ちゃん」ではなく、「〇〇さん」と呼ぶことにより、小学生としての

意識をもたせ、教員も適度な距離感をもって指導します。中学部３年生は、男女を問わず「〇〇

さん」と呼ばれることにより、高等部や社会に出た後のことを意識し、自立した生活や態度を意

識するきっかけとなります。 

さらに、自己肯定感や自尊感情を高める授業づくりにも力を入れています。「できた！」と感

じる達成感を大切にし、スモールステップで学習課題を設定しています。授業の最後には、振り

返りの時間を設け、児童・生徒が自分の成長を確認できるようにしています。こうした積み重ね

が、子どもたちの自信を育み、他者を認め、思いやる心の育成につながります。 

人権週間を契機に、教職員一同、改めて「一人ひとりが尊重される学校づくり」を推進してま

いります。保護者の皆様にも、御家庭で子どもの話をゆっくり聞く時間を設け、日々の頑張りを

褒めたり、思いやりの言葉を一緒に考えたりする機会をもっていただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

本年中は本校の教育活動に御理解御協力を賜り、誠にありがとうございまし

た。よいお年をお迎えください。 
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https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03.html


学習発表会 
 

 

11 月２９日（土）、今年度の学習発表会を開催しました。インフルエンザの流行が心配される中

でしたが、たくさんの保護者の皆様に御来校いただき、心から感謝申し上げます。子どもたちにとっ

て、この日を迎えるまでの積み重ねが発揮される一日となりました。 

会場となった多目的室は段差のない平面ステージで、観客席との距離が近く、子どもたちの表情

や声を間近で感じていただけたことと思います。中央に柱があるなど制約もありましたが、立ち位置

や動きを工夫し、限られた空間を最大限に活かしました。 

発表内容は、日常の授業で積み重ねた学びや、行事の振り返りなど、各学年の実態に応じた内

容としました。本番では、緊張しながらも一生懸命に取り組む姿、仲間と協力しながら発表する姿

に、会場全体が温かい拍手で包まれました。 

会場の広さの都合上、学年ごとに時間を区切り、入れ替え制での参観をお願いしました。保護者

の皆様には、短時間でのスムーズな入れ替えに御協力いただき、プログラムを滞りなく進めることが

できました。皆様の御理解と御協力に、改めて感謝申し上げます。 

 

 

  

 

 

  

 




